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研究要旨 

本分担研究では、これまで著者らが発表してきた既往研究に加えて、令和２年度から令

和４年度までの本研究課題として実施してきた研究成果を取りまとめ、建設工事におけ

る安全衛生の確保のための設計段階の措置を体系的にまとめた。本分担研究の結果から、

発注者、設計者及び施工者が行うことが望ましい取組としては、以下の事項を提言した。 

・設計図書等に、施工性、経済性、耐久性、維持管理、環境保全、美観等の要件を記載す

ることに加えて、労働安全衛生の要件を追記すること。 

・「設計段階から施工者が関与する方式（ECI 方式）」、「BIM/CIM（Building Information 

Modeling / Construction Information Modeling）」、「DR（デザインレビュー）」、

「FL（フロントローディング）会議」等を積極的に利用すること。 

・発注者、設計者、施工者等の関係者が協力し、基本設計の段階から、実施設計、施工計

画、施工、維持管理、補修、解体等の各段階において想定されるハザード又はリスクを

列挙し、リスク登録表等に記載すること。 

・発注者、設計者、施工者等の関係者が協力し、設計段階において、合理的に実施可能な

範囲内で、想定される全てのリスクを除去又は低減すること。除去又は低減できないリ

スクについては、リスク登録表等を利用し後工程に適切に伝達すること。 

・建設プロジェクト終了後、各段階におけるリスク登録表等を整理し、将来の建設プロジ

ェクトのチェックリストとすること。なお、建設工事の種類ごとに整理すること。 
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Ａ．研究目的 

 本分担研究では、建設工事における安全

衛生の確保のための設計段階の措置を体系

的にまとめ、設計段階の措置の確立に向け

提言することを目的とする。 

 

Ｂ．研究方法 

 本研究では、これまで本研究課題として

実施してきた研究成果 1)~5)に加えて、これ

まで著者らが発表してきた既往研究 6)~11)も

含めて、建設工事における安全衛生の確保

のための設計段階の措置を体系的にまとめ

る方法を採用した。 

 

Ｃ．研究結果 

C-1. 労働災害統計について 

C-1-1．国内の建設現場の災害統計について 

2020 年 1 月から 12 月までの 1 年間に、

建設業における死亡者数は 258 人にも上る。

死亡者数に数えられるその１人には、両親、

配偶者、子供がいる可能性もある。そのよう

に考えると、災害は、突然、家族と会う手段

を絶つため、統計では図りきれない、統計の

3 倍、4 倍、5 倍以上の人々に影響を与えう

る。特に、2020 年の全産業の死亡者数は 802

人であり、建設業の占める割合はその 32％

にも及ぶ。他の産業の中では、建設業が も

死亡者数の割合が多く、一度災害が発生す

ると、重篤な被害を出す産業の一つである。

このような死亡者数も数十年前、半世紀前

から比べると劇的に改善されている。国内

の全産業、製造業、建設業における死亡者数

の推移を図-1.1 に示す 1),2)。死亡者数につ

いては、建設業労働災害防止協会が毎年発

行する建設業安全衛生年鑑 12)や厚生労働省

の「災害統計」13)を参照した。 

 

 

図-1.1 全産業、製造業、建設業の死亡者数

の推移 1),2) 

 

1960 年代、全産業の死亡者数は、年間約

6000 人に上る。建設業は年間 2500 人前後、

製造業も年間約 1000 人に上り、各産業の１

年間の死亡者数は非常に多い状況であった。

そのような中、1972 年に労働安全衛生法（昭

和 47 年法律第 57 号）が施行されると、全

産業において、年間 6000 人を超えた死亡災

害が、法施行後十年足らずで年間 3000 人以

下に半減していることがわかる。また、建設

業においても年間 1500 人以下、製造業にお

いても年間 500 人程度に半減していること

がわかる。このように法律の制定により、労

働災害を減少させることができると推察さ

れる。なお、死亡者数という絶対値表記の場

合、各産業に従事している就業者数の母数

が異なるため、各産業における危険性のよ

うなものを単純に比較ができない。そこで、

全産業、製造業、建設業における 10 万人当

たりの死亡者数（死亡率）の推移を図-1.2 に

示す。10 万人当たりの死亡者数は、各産業

の死亡者数をその産業に従事している就業

者数で除すことにより算出した。日本で各

産業に従事している就業者数は、独立行政

法人労働政策研究・研修機構が公表してい
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る産業別就業者数 14)を参照し、その元デー

タは総務省の「労働力調査」である 15)。 

 

 

図-1.2 全産業、製造業、建設業の死亡率の

推移 1),2) 

 

同図を見ると、1960 年代、全産業の死亡

率は、製造業の死亡率よりも若干多く、就業

者 10 万人当たりの死亡者が 10 人強である

ことがわかる。一方、建設業の死亡率は 90

を超えている年もある。全産業、製造業の 9

倍近くになる。このように、建設業の作業は

潜在的に危険を伴うことが良く理解できる。

1960 年代以降、建設業の死亡率は急激に低

下したが、未だ、製造業との差は大きい。 

近年の死亡率を見ると、2016 年において

は、国内の全産業における就業者（6465 人）

10 万人当たりの死亡者数（928 人）は 1.44

であり、製造業における就業者（1045 万人）

10 万人当たりの死亡者数（177 人）は 1.69

である。一方、建設業における就業者（495

万人）10 万人当たりの死亡者数（294 人）

は 5.94 である。様々に条件が異なるため、

単純な比較はできないが、1960 年代に比べ

ると差は縮まっているものの、未だに建設

業の方がより危険性の大きいことがわかる。

一方で、日本の製造業と全産業の死亡率は

それほど相違ないこともわかる。 

この原因としては、機械安全分野で発展・

普及した安全学の考え方が、建設業には未

だ浸透していないことにも起因しているよ

うな印象がある。また、製造業では地上での

作業が多いこと、人工的に作製した動力機

械等に対して使用者の安全を考えるため動

力機械等を制御しやすいという状況、動力

機械等と使用者の動作領域をバリケード等

で完全に分離しやすい（分離の原則）といっ

た状況等があるように推察される。 

一方、建設業では、製造業に比べて高所で

作業する機会が著しく多いことに加えて、

建設機械等と作業員が共に作業することが

多く、作業時間の遅延、非効率化等の理由に

より建設機械と作業員とを空間的又は時間

的に分離することに対して敬遠されること

が多いように思われる。また、建設業では斜

面、地盤、地山等を対象とする工事が多く、

地質、地盤等の不確定性が大きいことが挙

げられる。自然を相手とする工事のため、そ

の日の天候にも自然地盤は影響を受ける。

このように、製造業に比べて不確定性が大

きく、ハザードも日々変化し、それに呼応し

てリスクも変動するため、建設業の安全管

理は一筋縄にはいかない状況があると考え

られる。 

 ここで、建設業のうち、トンネル建設工事

の死亡災害についても触れる。 

 災害の統計を分析する際、事故の型（災害

の種類）、起因物で分類する場合がある。こ

こでは、建設業労働災害防止協会の分類す

る「災害の種類」別にトンネル建設工事中の

災害の種類を概観する。平成 12 年（2000 年）

～21 年（2009 年）までのトンネル建設工事

中の死亡者数は 84 名に上り、その死亡者数

の内訳を災害の種類別に示すと図-1.3 のと
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おりである 16)。 

 

 

図-1.3 トンネル建設工事の死亡者数（災

害の種類別）16) 

 

「墜落」、「飛来・落下」、「倒壊」・・・

と災害の種類に分類される中で、 も多い

災害は、「建設機械」による災害である。次

いで、「落盤」、「墜落」による災害が順に

多くなっている。建設機械による災害が多

いのは、トンネル坑内が限られたスペース

にも関わらず、作業員と建設機械が共同で

作業を実施することが多いことが原因とし

て考えられる。次いで多い落盤（肌落ち）災

害はトンネル建設工事に特有の災害である。

特に、掘削面（切羽）から岩石が落ち、それ

が作業員に当たり、骨折や場合によっては

亡くなるケースもある。落盤（肌落ち）災害

が発生した時の作業内容の内訳を図-1.4 に

示す。同図から、支保工建込（鋼製のアーチ

状の H 鋼をトンネル周面に設置する）作業

や装薬（トンネルを掘削するため掘削面に

爆薬等を装填する）作業といった、作業員が

切羽に近づかなければならない作業中に岩

石が落ちてきて被災している状況が想像さ

れる。 

 

 

図-1.4 トンネル建設工事の落盤（肌落ち）

災害時の作業内容 16) 

 

 このように、工事の種類（工種）によって

も、ハザード、リスクともにガラリと変わる。

建設業の安全管理の難しさがわかる。 

 

C-1-2. 海外の建設現場の災害統計につい

て 

日本の状況をより客観的に理解するため、

海外の災害統計について調査した 7)。2016

年における全産業および建設業における死

亡率を他国と比較すると、図-1.5 および図

-1.6 のとおりである。 
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図-1.5 全産業における１０万人当たりの死

亡者数（死亡率）の国際比較 7) 

 

 

図-1.6 建設業における１０万人当たりの

死亡者数（死亡率）の国際比較 7) 

 

英国の死亡率 17)及び日本の死亡率

12),13),15) 以外については International 

Labour Organization (ILO)の統計データ

である Safety and health at work - Fatal 

occupational injuries per 100 、 000 

workers by eco-nomic activity を引用し

た 18)。全産業および建設業ともに英国の死

亡率が他国よりも低いことがわかる。また、

日本は米国よりも死亡率が低いこともわか

る。また、世界的に見ても、全産業に比べ、

建設業の死亡率が著しく高い傾向にあるこ

ともわかる。 

次に、建設業における 10 万人当たりの死

亡者数（死亡率）の各国の推移を図-1.7 に

示す 19)。同図から日本、英国、シンガポー

ル、米国、ドイツ、スウェーデン、スペイン

と限られた国のデータであるが、日本はそ

れらの国に比べて大きく優れているとは言

えず、平均的な値に推移している。未だ日本

の建設業の労働安全衛生も向上できる余地

がある。 

安全の成績が良い国に着目すると、英国

の死亡率が も低い水準であることがわか

る。また、スウェーデン、ドイツの死亡率も

次いで低い水準である。さらに、近年、成績

を上げているのが、シンガポールである。

2001～2005 年までは日本よりも著しく高い

死亡率であったにもかかわらず、2006 年以

降は日本と同等となり、2014 年以降は日本

よりも成績が良い。後述するが、行政施策に

よる業界団体への強い働きかけとそれに応

じた業界団体の活動がある。 

 

 

図-1.7 建設業における 10 万人当たりの

死亡者数（死亡率）の各国の推移 19) 

 

ここでは、英国と日本の死亡率の差異を

具体的に見ていく。日本の場合、「自動車等

による災害」を統計に含めるが、「一人親方

等」による災害を統計に含めていない。一方、

英国の場合、自動車等による災害を統計に

含めていないが、一人親方等による災害を

統計に含めている。このような統計上の相
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違があり厳密に比較が難しいが、両国の建

設業の災害統計をより厳密に比較するよう

な取り組みもなされている 20）。このように、

統計的な差異をできる限り除去すると、

2016 年における日本の建設業における死亡

率は5.1であり、英国のそれは2.4になる。

既往の研究 20),11)によると、建設投資額等で

見ても、英国の死亡率が低いという結果に

なっている。これらが正しいとすると、日本

と英国の建設業の死亡率は 2 倍程度の開き

があるようである。一方、全産業、製造業に

ついては厳密な比較はできないが、日本の

全産業における死亡率は 1.4 であり、英国

のそれは 0.43 になる。また、日本と英国の

建設業の差（5.1-2.4）は、日本と英国の全

産業の差（1.4-0.43）よりも大きい傾向にあ

る。 

本項で見てきたように、様々な条件の相

違はあるものの、日本の製造業の安全の成

績が、建設業のそれよりも良好であること

から、次項以降では機械安全分野の安全学

の考え方を建設分野にも適用することを考

える。その際、機械安全分野において定義さ

れているハザード、リスク、安全等について

概説し、リスク低減措置としての本質的安

全設計が重要なことを示す。また、本質的安

全設計を社会的なシステムに取り入れてい

る英国、シンガポール等の事例も紹介する。

英国、シンガポール等の成績の良い理由が

見えてくる。さらには、日本の建設業のさら

なる安全向上のため、建設工事における安

全衛生の確保のための設計段階の措置を体

系的にまとめる。 

 

C-2. 一般的なリスクアセスメントについ

て 

機械安全における JIS Z 8051：2015

（ISO/IEC Guide 51：2014）21)においては、

ハザード、リスク、危害、安全、許容可能な

リスク等が定義されている。ハザードは「危

害の潜在的な源」と定義され、単に危険源と

もいう。危害とは、「人への傷害若しくは健

康障害、又は財産及び環境への損害」と定義

されている。そして、リスクとは、「危害の

発生確率及びその危害の度合いの組合せ」

と定義されている。なお、リスクが発生した

としても直ちにそのリスクが顕在化するわ

けではなく、安全衛生対策の不備等があっ

てはじめてリスクが顕在化し、人、財産及び

環境に危害が発生し災害に至ることとなる。 

 一方で、安全とは、「許容不可能なリスク

がないこと」と定義されている。許容不可能

なリスクの反意語として「許容可能なリス

ク」も定義されており、「現在の社会の価値

観に基づいて、与えられた状況下で、受け入

れられるリスクのレベル」と定義されてい

る。 

 ここで、重要な点は、建設プロジェクトを

「安全」に進めるためには、想定される全て

のリスクに対して「許容可能なリスク」レベ

ルにまで、それらのリスクを除去又は低減

させる必要があり、その「許容可能なリスク」

は“現在の社会の価値観”や“与えられた状

況下”で変化するということである。 

例 え ば 、 「 黒 部 の 太 陽

（ https://www.kumagaigumi.co.jp/kurobe

/index.html）」の時代に許容されていたリ

スクが、今の世の中で許容されるか、という

とそうではなくなってきている。わかりや

すい例が、電動ファン付きマスクである。

「黒部の太陽」の時代にはトンネル坑内に

入坑するときに、ともすればマスクを付け



分担研究報告書（吉川直孝、平岡伸隆、大幢勝利、伊藤和也、豊澤康男） 

14 

 

なくとも入坑できていた。2023 年現在では、

それは許容されない。少なくとも粉じんが

発生すると想定される作業に従事する場合

は、粉じん障害防止規則に示された機能を

有する電動ファン付きマスクを装着するこ

とが求められる。このように、個人用保護具

をとってみても、“現在の社会の価値観”が

大きく変化しており、一昔前に比べると「許

容可能なリスク」レベルがより厳しく安全

側に移行していることがわかる。労働者に

とっては、より衛生的、より安全な環境下で

働くことが求められる状況になってきてい

ると捉えることもできる。 

一方、“与えられた状況下”について、あ

る溝掘削工事における水道管の交換作業を

想像してみる。水道管は地下に埋設されて

いることが多く、およそ 1～3 m 程度の箇所

に埋設されていることが多い。古い水道管

と新しい水道管を交換するため、交換した

い水道管の周囲に溝を掘削する必要がある。

ドラグ・ショベル等で溝を掘削した後は、

「土止め先行工法に関するガイドライン」

により土止め支保工等を設置してから、作

業員が溝の中に侵入することが求められる。

溝の側面に対して土止め支保工を設置して

いない場合に、溝が崩壊する場合があり、こ

の現象を土砂崩壊というが、その時、作業員

が崩壊した土砂に巻き込まれて埋まった場

合を考える。工事現場の職長が救急車を呼

び、レスキュー隊が作業員を救出しようと

する。そこでの許容可能なリスクは通常時

と比べてどうか。通常時のように、新たに土

止め支保工等を設置することが求められる

か。本来ならそういったことも必要である。

しかしながら、レスキュー隊は、救出できる

命のために、少なからず通常時よりも大き

なリスクを許容しなければならない場合も

あると想像される。それが“与えられた状況

下”の一つの例と考えられる。 

このように、「許容可能なリスク」レベル

は、その時代と置かれている状況によって

変化し、“現在の社会の価値観”や“与えら

れた状況下”は定量的に示すことが非常に

難しい。著者は工学の出身であるため、定量

的に示すことを試みるが、定量的に示せば、

そこに馴染まない社会の価値観や現場の状

況を否定してしまうこととなる。このよう

に定量的に示せない尺度を入れた理由は、

ある価値観や状況が除外されないよう、時

代とともに変化する価値観や状況を肯定す

るためと考えている。 

 「許容不可能なリスク領域」、「許容可能

なリスク領域」、「広く受け入れられるリス

ク領域」を図-2.1 のように概念的に示す。

リスクの大きさを逆三角形の幅で示してい

る。 

 

図-2.1 リスクの大きさと許容可能なリス

ク領域と許容不可能なリスク領域

との関係 22),23)に一部加筆 

 

機械安全における JIS Z 8051：2015

（ISO/IEC Guide 51：2014）21)の定義に従

うと、許容可能なリスク領域以下が「安全」

と定義される。 

ALARPの範囲
(As Low As Reasonably Practicable)

リスク
大

リスク
小

安全

リ
ス
ク
低
減
措
置

許容不可能なリスク領域

許容可能なリスク領域

広く受け入れられるリスク領域

無視できるリスク

安全目標
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 ここで、注意すべきこととして、「安全」

と定義されるリスクレベルであってもリス

クが 0 ではない。リスクを 0 にすることは

現実的には著しく困難であり、非現実的な

資金と時間を費やす必要がある。そのため、

英国の安全衛生庁（Health and Safety 

Executive）では、合理的に実行可能な範囲

でできる限りリスクを低減させるという考

え 方 「 ALARP; As Low As Reasonably 

Practicable」を適用している 24)。 

 リスクアセスメントとは、特定された各

ハザードに対して、リスクを見積り、リスク

低減措置内容を検討し、それらのリスク低

減措置を実施することである 25)。単純に考

えると、図-2.1 に示すように、各リスクに

対して、そのリスクが許容不可能なリスク

領域にあるのであれば、そのリスクを許容

可能なリスク領域にまで下げるということ

である。安全目標を立て、その安全目標まで

リスクを下げることを考える場合もある。 

リスクを除去又は低減させる手順を図-

2.2 に示す。 

 

 

図-2.2 リスクアセスメントの基本的な手

順 25) 

 

手順１として、危険性・有害性（ハザード）

を特定する。次に、手順２として、ハザード

ごとにリスク（の大きさ）を見積もる。続い

て、手順３として、リスク低減措置内容を検

討する。 後に、手順４として、リスク低減

措置を実施する。海外では、リスクアセスメ

ントといった場合には、手順２又は手順３

までとすることもあるが、ここでは厚生労

働省の定義に従い、リスク低減措置の実施

までを含めてリスクアセスメントとする。 

これら手順のうち、リスク低減措置には、

優先順位が決められており、図-2.3 に示す

とおりである 25）。 

 

図-2.3 リスク低減措置の優先順位 25) 

 

法令に定められた事項の実施は当然のこ

ととして、 初に検討しなければならない

事項は、「①設計や計画の段階における措置」

である。次に、「②工学的対策」、「③管理

的対策」、「④個人用保護具」と続く。「①

設計や計画の段階における措置」を検討せ

ず、直ちに「②工学的対策」を検討すること

は避けるべきである。経済性、利便性、施工

性、環境保全等と「①設計や計画の段階にお

ける措置」の安全衛生を比較検討し、①を合

理的に実行することが困難な場合のみ、②

以下にリスク低減措置を委ねる。 

海外にも同様の図があり、図-2.4 に示す。 
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図-2.4  Hierarchy of Controls（階層的

制御）26) 

 

Hierarchy of Controls26)と呼称し、階層

的制御と和訳したが、リスクの大きさを示

す図-2.1 と同様、逆三角形で描かれている

ことは興味深い。同図は、安全対策の効果の

度合を逆三角形の幅で表現している。つま

り、「ハザードの除去」が も効果的であり、

次いで、「ハザードの変更」となる。それら

よりも低位の対策として、「工学的対策」、

「管理的対策」、「個人用保護具」が位置付

けられている。日本の図-2.3 と比較すると、

「①設計や計画の段階における措置」＝「ハ

ザードの除去」＋「ハザードの変更」と理解

できる。「①設計や計画の段階における措置」

は、危険な作業の廃止・変更、危険性や有害

性の低い材料への代替、より安全な施工法

への変更等である。「①設計や計画の段階に

おける措置」をわかりやすく図化すると、機

械安全分野におけるスリーステップメソッ

ド（本質的安全設計、安全防護、使用上の情

報の提供）のうち、本質的安全設計として図

-2.5 のように示されている 27)。 

 

 

図-2.5 本質的安全設計方策 27) 

 

同図から、危険源に伴う危険区域（例えば、

建設機械の稼動範囲）と人の存在区域（例え

ば、作業員の動線）が接触する領域に「危険

状態」が発生する。このような危険状態を回

避するには、以下の 4つの方法がある。 

(a) 空間分離：例えば、作業員と建設機械

を空間的に完全に分離すること。 

(b) 危険源除去：例えば、建設機械を使用

しない工法を採用すること。 

(c) 人の排除：例えば、作業員を一切、現

場に立ち入らせず、リモートコントロール

により建設機械を遠隔操作すること。ただ

し、建設機械が故障し現場に立ち入る必要

がある場合には、別途、リスク低減措置を図

る必要がある。 

(d) 危険源弱体化（エネルギー低減）：例

えば、建設機械の運動エネルギー及び位置

エネルギーを低減させ、接触したとしても

作業員に危害を加えないエネルギーとする

こと。 

 

C-3. 建設業のリスクアセスメントの実態 

C-3-1. 日本の建設業におけるリスクアセ

スメントの実態 

日本の建設業の特徴として、以下の項目

が挙げられる。 

Elimination
(Physically remove the hazard)

ハザードの除去

Substitution
(Replace the hazard)

ハザードの変更

Engineering Controls
(Protect people from the hazard)

工学的対策

Administrative 
Controls

(Change the way 
people work)

管理的対策

PPE

(Personal Protective 
Equipment)

個人用保護具

Most effective 最も効果的

Least effective 少なくとも効果はある



分担研究報告書（吉川直孝、平岡伸隆、大幢勝利、伊藤和也、豊澤康男） 

17 

 

・発注者、設計者、施⼯者の関係． 

・施⼯を受注した元⽅事業者には、店社
と建設作業所（現場）がある． 

・建設作業所（現場）には元⽅事業者だ
けでなく、元⽅事業者が⼀部業務を委
託した関係請負⼈があり、元⽅事業者
の統括管理のもと、施⼯が進められる． 

・建設作業所（現場）の安全衛⽣管理に
おいて、店社の役割がある． 

・単品⽣産である．（有期事業である．） 

・屋外型の産業である． 

・発注段階、設計段階におけるリスクア
セスメントが不明確． 

・リスクアセスメントは主に施⼯者が実
施している． 

 

建設業では、国、都道府県、地方公共団体、

道路・鉄道・電気・ガス・水道等の民間企業、

ディベロッパー等が主な発注者になる。ま

た、設計コンサルタント、設計事務所等が設

計者にあたる。さらに、総合建設会社

（general contractor、ゼネコン）等が施

工者にあたる。設計・施工一括発注方式とい

う契約方式の場合、ゼネコンが設計を実施

することもある。 

発注から施工までの流れとして、発注者

から設計業務が設計者に委託され、設計業

務が終了後、施工業務が施工者に発注され

るという流れが一般的である。このような

契約方式を設計・施工分離発注方式という。

近では、この方式の他にも様々な契約方

式が提案されており、一部を挙げると、設

計・施工一括発注方式、詳細設計付工事発注

方式、ECI（Early Contractor Involvement）

方式、維持管理付工事発注方式等がある 28)。 

国土交通省は、発注者による適切な入札

契約方式の選択が可能となるよう、多様な

入札契約方式を体系的に整理し、その導入・

活用を図ることを目的として、「公共工事の

入札契約方式の適用に関するガイドライン」

28)を策定している。国土交通省は、同ガイド

ラインの中で様々な契約方式のうち、主な

ものを図-3.1 に整理している。 

 

 

図-3.1 事業段階と調達範囲の例 28) 

 

例えば、工事の施工のみを発注する方式

（設計・施工分離発注方式）では、調査・計

画、概略設計、予備設計、詳細設計までを調

査・計画／設計者が担当し、施工から施工者

が担当するという方式である。一方、設計・

施工一括発注方式では、予備設計の途中ま

でを設計者が、それ以降は施工者が担当す

る。また、ECI 方式では、設計者が詳細設計

まで主担当するが、予備設計又は詳細設計

から施工者も加わり、施工も見据えた合理

的な設計・施工を実現する。 

このように、いずれの契約方式において

も、発注者、設計者、施工者の 3 つのパー

ティーが存在し、3者のそれぞれの取り組み

によって、建設プロジェクトが遂行される。

現在の建設業の特徴として、リスクアセス

メントは設計時というよりもむしろ施工時

に実施していることが多いことが挙げられ、

図-3.2 もそのような状況を反映して、設計

が終了し、発注者から施工者の店社に発注
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がなされた状況を示している。 

 

 

図-3.2 建設業の特徴 29) 

 

施工者(元方事業者)の店社では安全衛生

計画、着工前検討会、事前審査等を実施した

後、各作業所にて実際の施工を開始する。各

作業所では、元方事業者が一部業務を委託

した関係請負人もあり、元方事業者の統括

管理のもと、元方事業者が関係請負人とと

もに施工を進めていくこととなる。 

 リスクアセスメントの具体例を図-3.3 に

示す。 

 

図-3.3 リスクアセスメントの具体例 30) 

同図に示すように、過去の災害事例、災害

統計等からハザードを特定し、各ハザード

について、重篤度、可能性の度合を算定し、

リスクの見積りを行う。リスクの見積りか

ら優先度を決定し、各リスクについて、リス

ク低減措置を記載し実行する．同図に示す

ように簡単な絵があると作業員にとっても

一目でわかりやすくなる。リスクアセスメ

ントに係る書類は出来る限りわかりやすく

簡潔にすべきである。書類作成に手間と時

間をかけ、本来実施すべきリスク低減措置

が疎かになっては本末転倒である。日本で

はこのように精緻なリスクアセスメントが

推奨され、施工計画段階及び施工段階のリ

スクアセスメントとして良く整理されてい

る。 

 一方、図-3.3 に示す対策は、「工学的対

策」、「管理的対策」、「個人用保護具」の

使用が主であることがわかる。つまり、図-

2.3 に示す「①設計や計画の段階における措

置」及び図-2.4 に示す「ハザードの除去」

及び「ハザードの変更」が実行しにくい状況

にある。例えば、足場作業であれば、墜落・

転落のリスクがあるが、高所作業の時間を

減らすためにプレハブ工法を採用する、高

所作業を地上での作業に変更する、といっ

た対策を立案し難いことが課題として挙げ

られる。加えて、施工者が施工の業務を請け

負った段階では、ある程度のリスクがすで

に固まってしまっているという現状も課題

として挙げられる。 

 このような状況を改善するためには、調

査・計画段階や設計段階における発注者及

び設計者の協力が必要不可欠である。現在、

建設業では、まず発注者が設計者に設計業

務の成果物（設計業務成果概要書、設計計算
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書等、設計図面、数量計算書、概算工事費、

施工計画書、現地踏査結果等）の作成を発注

する。設計者から設計業務の成果物が発注

者に提出された後、発注者はそれらに基づ

き設計図書等を作成し施工を発注し、受注

した施工者が施工を実施するという流れで

ある。このときの設計図書においては、経済

性、施工性、耐久性、環境保全等の評価がな

されるが、その評価の枠組みの中に（労働）

安全衛生の評価項目がない状況である 31)。 

「土木設計業務等共通仕様書」31)は、設計

業務等に係る契約の適正な履行の確保を図

るためのものである。同仕様書において、第

1211 条に設計業務の成果の内容が以下のと

おり規定されている。 

 

第 1211 条 設計業務の成果 
成果の内容については、次の各号につい
てとりまとめるものとする。 
（１）設計業務成果概要書 
設計業務成果概要書は、設計業務の条件、
特に考慮した事項、コントロールポイン
ト、検討内容、施⼯性、経済性、耐久性、
維持管理に関すること、美観、環境等の
要件を的確に解説し取りまとめるものと
する。 
（２）設計計算書等 
計算項⽬は、この共通仕様書及び特記仕
様書によるものとする。 
（３）設計図⾯ 
設計図⾯は、特記仕様書に⽰す⽅法によ
り作成するものとする。 
（４）数量計算書 
数量計算書は、「⼟⽊⼯事数量算出要領
(案)」（国⼟交通省・最新版）により⾏う
ものとし、算出した結果は、「⼟⽊⼯事数

量算出要領数量集計表(案)」（国⼟交通
省・最新版）に基づき⼯種別、区間別に取
りまとめるものとする。ただし、概略設
計及び予備設計については、特記仕様書
に定めのある場合を除き、⼀般図等に基
づいて概略数量を算出するものとする。 
（５）概算⼯事費 
受注者は、概算⼯事費を算定する場合に
は、調査職員と協議した単価と、前号た
だし書きに従って算出した概略数量をも
とに算定するものとする。 
（６）施⼯計画書 
１）施⼯計画書は、⼯事施⼯に当たって
必要な次の事項の基本的内容を記載する
ものとする。 
（イ）計画⼯程表 （ロ）使⽤機械 （ハ）
施⼯⽅法（ニ）施⼯管理 （ホ）仮設備計
画 （ヘ）特記事項その他 
２）特殊な構造あるいは特殊な⼯法を採
⽤したときは、施⼯上留意すべき点を特
記事項として記載するものとする。 
（７）現地踏査結果 
受注者は、現地踏査を実施した場合には、
現地の状況を⽰す写真と共にその結果を
とりまとめることとする。 

  

このように、設計業務成果概要書には、主

に施工性、経済性、耐久性、維持管理に関す

ること、美観、環境等の要件を記載すること

を規定しているが、（労働）安全衛生の項目

がない状況である。 

著者の考えとしては、発注者が作成する

設計図書等、設計者が作成する設計業務の

成果物の項目に（労働）安全衛生の項目を追

加すべきと考える。特に「①設計や計画の段

階における措置」に対して権限を有する発
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注者や設計者が経済性、施工性、耐久性、環

境保全等と（労働）安全衛生を同じ枠組みで

考慮するような社会的な背景が必要と考え

ている。 

現在の日本の労働安全衛生マネジメント

の状況を製造業と建設業を比較しながら、

概念的に整理したものを図-3.4 に示す。 

 

 

図-3.4 製造業と建設業の労働安全衛生マ

ネジメントの状況を示した概念図

7) 

 

製造業において、例えば、大きな自動車会

社を想像すると、同じ会社の中に、経営トッ

プ、自動車の設計者、自動車の製造者がいる。

もし仮に、製造ラインで災害が発生した場

合、被災者が所属する事業場のトップ、つま

りここでいう自動車会社の経営トップもそ

の責務を問われ、経営トップは自らの問題

として、製造ラインの労働安全衛生をマネ

ジメントしなければならないという意識が

生まれる。 

一方、建設業の場合、自動車会社と異なり、

自動車会社の経営トップに当たる発注者

（国、道路・鉄道会社、都道府県、市町村、

ディベロッパー等）と、自動車会社の設計者

に当たる設計コンサルタントや設計事務所

の設計者と、製造者に当たる施工者（元方事

業者、協力会社等）は、それぞれ異なる組織

（事業場）であることが多い。もし仮に、施

工現場で協力会社の作業員が被災したとす

ると、その作業員が所属する協力会社のト

ップ、また施工現場の安全衛生管理責任を

担う元方事業者もその責務を問われる。し

かしながら、労働安全衛生法の体系上、発注

者や設計者にその責務が及ぶことは非常に

稀である。なぜなら、基本的には、労働安全

衛生法は労働者と使用者の関係を謳ってい

るからである。 

ここで、発注者、設計者に全ての労働安全

衛生の責務を負担することを要求している

訳ではない。ここでの主張は、発注者及び設

計者も施工中のリスクを除去又は低減させ

るため「①設計や計画の段階における措置」

を考慮することが望ましいということであ

る。 

具体的には、どのような形で「①設計や計

画の段階における措置」を考慮したら良い

か、次の項では海外の好事例を取り上げる。 

 

C-3-2. 英国の建設業におけるリスクアセ

スメントの実態 

前述したように、英国の建設業における

安全衛生の成績を鑑み、英国における取り

組みを調査してきた結果、英国の利点は以

下の 3 点に集約されると考えている 7)。 

(a) 発注者、設計者及び施工者の役割と責

務の規定 

(b) 建設プロジェクトの体制 

(c) 教育機関の充実 

まず、(a)発注者、設計者、施工者の役割

と責務の規定について、英国では、1994 年

に Construction (Design and Management) 

Regulation11)（以下、「CDM」という。）を

発出し、2 度（2007 年および 2015 年）の改

正を経て、現在では CDM2015 として、施工

者だけでなく、発注者及び設計者の役割と

機械分野 建設分野

経営トップ
発注者

（国，道路・鉄道会社，都道府県，
市町村，ディベロッパー等）

設計者
設計者
（設計コンサルタント，
設計事務所等）

製造者
施工者
（元請，協力会社等）

メ
ー
カ
（
同
会
社
）

そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
機
関

P

D

C

A
製造の
PDCAサイクル

P

D

C

A 施工の
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責務を規定している。以下にその抜粋の日

本語訳を示す 8)から抜粋。 

 

第 2 部 
発注者の責務 
プロジェクトの管理に関する発注者の責
務 
4. 
（1）発注者は、プロジェクトの管理に
関して、⼗分な⼯期や資⾦を割り当てる
など、適切な取決めを設定しなければな
らない． 
（2）適切な取決めとは、以下の事項が
確実に⾏われるものをいう． 
（a）当該プロジェクトの影響を受ける
者の安全衛⽣に危険を及ぼすことなく、
合理的に実⾏可能な範囲で建設⼯事を実
施できること、及び 
（b）別紙 2 により義務付けられる設備
が、建設⼯事を⾏う者に対して提供され
ること． 
（3）発注者は、当該プロジェクトの全
期間にわたって当該取決めを管理し⾒直
さなければならない． 
（4）発注者は、当該プロジェクトに関
して指名した設計者及び請負業者⼜は指
名することを検討している設計者及び請
負業者全てに対して建設前の情報を可能
な限り速やかに提供しなければならな
い． 
（5）発注者は、以下の事項を保証しな
ければならない． 
（a）建設段階の開始前に、請負業者が
1 社の場合には請負業者に、そうではな
い場合には元請業者に建設段階計画書を
作成させること、及び 
（b）主設計者は、当該プロジェクトの

ために安全衛⽣ファイルを作成する．当
該安全衛⽣ファイルについては、以下の
事項に従うものとする． 
（中略） 
（6）発注者は、以下の事項を保証する
ために合理的な措置を講じなければなら
ない． 
（中略） 
（7）発注者は、建築物に対する⾃⼰の
権利を処分する場合、当該建築物に関す
る発注者の権利を取得する者に対して安
全衛⽣ファイルを提供し、当該者に当該
ファイルの性質及び⽬的を認識させるこ
とにより上記第 5 項第 b 号（iii）に規定
される義務を遵守する． 
（以下、略） 
第 3 部 
安全衛⽣に関する義務及び役割 
（中略） 
設計者の義務 
9. 
（1）設計者は、発注者が本規則に基づ
き⾃⼰が負う義務について認識している
と納得するまでプロジェクトに関連する
作業を開始してはならない。 
（2）設計者は、設計図の作成⼜は修正
時に、以下に該当する者の衛⽣⼜は安全
に対する予測可能な危険を合理的に可能
な限り排除するよう、⼀般予防原則及び
建設前の情報を考慮に⼊れなければなら
ない。 
（a）建設⼯事を実施する者⼜は建設⼯
事の影響を免れない者 
（b）建築物のメンテナンス⼜は清掃を
⾏う者、⼜は 
（c）作業場として設計された建築物を
使⽤する者 
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（3）上記の危険を排除することが不可
能な場合には、設計者は、合理的に可能
な限り、以下の⾏為を⾏わなければなら
ない。 
（a）その後の設計過程において当該危
険を低減させるか⼜はそれが不可能な場
合には当該危険を管理するよう措置を講
じること 
（b）当該危険の関する情報を元請設計
者に提供すること、及び 
（c）しかるべき情報を安全衛⽣ファイ
ルに確実に記載すること 
（4）設計者は、発注者、他の設計者及
び請負業者が本規則に基づく義務を遵守
できるよう⼗分に⽀援するために建築物
の設計図、建設⼜はメンテナンスに関す
る⼗分な情報を提供するようあらゆる合
理的な措置を講じなければならない。 
（以下、略） 

  

このように、発注者の責務は、主な事項と

して十分な工期や資金の割り当てることで

ある。CDM2015 において、発注者及び設計者

に対して全ての安全衛生の責務を負担する

ようには謳っていない。 

CDM2015 は以下のように簡潔にまとめら

れる。 

・発注者の役割と責務：建設プロジェクト

に係る適切な経費および工期の提供 

・設計者の役割と責務：建設プロジェクト

に係る予測可能なリスクを出来る限り除去、

残留リスクの情報共有 

・施工者の役割と責務：施工における残留

リスクを合理的に実施可能な範囲内で除去

または低減 

次に、(b)建設プロジェクトの体制につい

て、英国の発注者が作成した建設プロジェ

クトのフロー図を図-3.5 に示す。ここで、

PD とは Principal Designer の略であり、

主設計者と訳している。PC とは Principal 

Contractor の略であり、元方事業者（施工

者）である。 

 

 

図-3.5 英国の発注者が作成した建設プロ

ジェクトのフロー図 8) 

 

同図を見ると、企画・基本設計の段階にお

いて、発注者が主設計者と契約し、主設計者

に対して、設計における安全の配慮、リスク

登録、安全衛生ファイルの作成等を実施さ

せている。また、企画・基本設計が終了し、

実施設計に移る段階から元請（施工者）と契

約し、安全衛生を含めた適切な施工計画の

策定に繋げている。施工中も施工者にリス

クアセスメントの状況、災害統計等を報告

させている。建設プロジェクトの全段階を

35
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通じて、発注者が設計者及び施工者とのミ

ーティングを開催し、安全衛生ファイルの

チェック、レポートによる報告確認等、発注

者自らが積極的に安全衛生を含めた建設マ

ネジメントをしていることがわかる。 

(c)教育機関の充実について、英国では、

Industrial Training Act 1964 に基づき、

Construction Industry Training Board（建

設業訓練委員会）が創設され、各種の専門学

校が併設されている。このような専門学校

を卒業し、試験に合格すると、建設従事者は

CSCS（Construction Skills Certification 

Scheme）カードと呼ばれる建設技能証明書

（資格）を獲得できる。同 CSCS カードは 3

～5年の有効期限があり、技能者は資格の更

新が求められる。また、同 CSCS カードは

様々なグレード（Skilled Worker、Manager

等）があり、更新時に、より高位の技能者に

も挑戦できる仕組みとなっている。さらに

は、CSCS カードが建設従事者の技能を証明

するものとなっており、同等以上の技能を

有していない場合には、その本人がリスク

と見なされ、建設工事現場への立ち入りが

許可されないとのことである。つまり、ある

一定レベルの建設技能者のみに施工に従事

させているような状況である。 

日本では、様々な資格がありますが、資格

に有効期限がないものが多く（一部は有効

期限がある）、無資格者であっても建設工事

現場で資格を要しない作業に従事できる。

つまり、英国の考え方からすると、建設工事

現場にリスクが点在している状況となる。 

次に、英国における「①設計や計画の段階

における措置」の取り組みを示す。例えば、

ビル施工時のハザード又はリスクの設計図

面への記載例を図-3.6 に示す。 

 

図-3.6 ビルディング施工時のリスク等の

設計図面への記載 2) 

 

同図のように、施工時又はメンテナンス

時のハザード又はリスク、推奨対策等を設

計図面へ直接的に記載している。ハザード

又はリスクを黄色の三角形にビックリマー

クとして示し、推奨対策を青色の丸印とし

て示し、一目で情報がわかるよう工夫して

いる。設計図面上に記載されるハザード又

はリスクとしては、墜落のリスク、開口部か

らの転落のリスク、地質リスク、近接施工の

リスク、落下物のリスク、メンテナンス時の

高所作業のリスク等が記載されている。推

奨対策としては、建物端部の防護、ユニット

化、落下物防止ガイド/ネット、建設残土マ

ネジメント等が記載されている。 

また、BIM/CIM（Building Information 

Modeling/Construction Information 

Modeling）を利用し、図-3.7 に示すように

BIM/CIM の図面上にハザード又はリスクを

配置する例もある。同図は BIMsafe という

民間企業が作成したものであり、安全衛生

管理と 3D モデリングにおいて 60 年以上の

経験を持つ Callsafe Services と Cassidy 

Forsythe のコラボレーションによるもので

ある 32)。 
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図-3.7  BIM/CIM を利用し図面上にハザー

ド又はリスクを配置する例 

 

C-3-3. シンガポールの建設業におけるリ

スクアセスメントの実態 

 

次に、シンガポールの「①設計や計画の段

階における措置」の事例を取り上げる。シン

ガポールでは、基本設計、実施設計の各段階

においてデザインレビューを実施し、施工、

供用、維持管理、補修、解体中の安全衛生を

含めて、発注者、設計者、安全設計専門家

（Design for Safety Professionals）等が

リスク登録を行う。Workplace Safety and 

Health Guidelines、 Design for Safety33)

（労働安全衛生ガイドライン、安全のため

の設計）には、建設プロジェクトの各段階

（基本設計、実施設計、施工入札、施工、維

持管理）において、デザインレビューをしな

がらリスク登録を実施することと示されて

いる（図-3.8 参照）． 

 

図-3.8 建設プロジェクトの各段階（基本

設計、実施設計、施工入札、施工、

維持管理）において、デザインレビ

ューをしながらリスク登録を実施

8) 

 

基本設計が終了した段階で GUIDE-1 と呼

ばれるデザインレビュー及びリスク登録、

実施設計が終了した段階で GUIDE-2 と呼ば

れるデザインレビュー及びリスク登録、施

工入札段階において GUIDE-3 と呼ばれる施

工前デザインレビュー及びリスク登録を実

施する。GUIDE の意味は表-3.1 のとおりで

ある。 
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表-3.1  Workplace Safety and Health 

Guidelines 、  Design for 

Safety（労働安全衛生ガイドラ

イン、安全のための設計）にお

ける GUIDE の意味 8) 

 

 

つまり、以下のような流れでデザインレ

ビューを実施することとされている。 

・ステップ１：主要な関係者で構成される

レビューチームを結成する。 

・ステップ２：図面や見積もりに目を通し

全体の設計コンセプトを理解、又は設計に

関して設計者に詳しい説明を求める。 

・ステップ３：設計又は施工法の結果とし

て発生するリスクを特定する。設計を変更

することによってリスクが除去できるかど

うかを判断するため、リスクは記録され分

析されなければならない。 

・ステップ４：リスクを除去又は低減する

よう、特定されたリスクに対応する設計を

行う。 

・ステップ５：安全衛生や低減されるべき

残留リスクに影響を及ぼし得る不可欠な設

計変更に関する情報を含む全ての情報をリ

スク登録表に入力する。 

リスク登録表とは、表-3.2 のようなリス

ク登録表を作成し、建設プロジェクトの各

段階で全てのリスクを追加していくことも

示されています。 

 

表-3.2 リスク登録表 8) 

 

 

リスク登録表には、設計配慮（design 

consideration）、リスク（risks）、ハザー

ド （ hazards identified ） 、 重 篤 度

（severity）、可能性（likelihood）、リス

クレベル（risk level）、設計からハザード

を除去できるか？（can these hazards be 

designed out?）、リスク低減措置（proposed 

control measures）等が記載される．その

他、様式によっては、risk owner（リスクの

所属先）、action owner（対策実施者）等が

記載されることもある。 

発注者と設計者が建設業の労働安全衛生

に精通していない場合もあり、シンガポー

ルでは、安全設計専門家（Design for 

Safety Professionals）という資格を設け

て、同専門家がデザインレビューミーティ

ングの調整、発注者と設計者がリスク登録

表を作成する支援等を行っている。また、シ

ンガポールのガイドラインでは、チェック

リストも用意されており、 低限登録すべ

き事項をリスクとして表-3.3 のように示し

ている。 
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表-3.3 基本設計のデザインレビューにお

けるチェックリスト 8) 

 

 

同表は基本設計が終了した後のデザイン

レビュー時にリスク登録するためのチェッ

クリストであり、例えば、地質・地盤リスク、

施工方法等に関連した項目が挙げられてい

る。また、実施設計、施工前の各段階で登録

されるべきリスクも表-3.4、表-3.5 のよう

に示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-3.4 実施設計のデザインレビューにお

けるチェックリスト 8) 
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表-3.5 施工前におけるデザインレビュー

時のチェックリスト 8) 

 

 

シンガポールにおける安全設計専門家

（Design for Safety Professionals）とな

る者は次のような資格を備えていなくては

ならないとされている。 

a)建設業界での安全衛生問題における相応

の実績と経験． 

b)専門家機関、業界団体、もしくは法定機関

により実施される安全設計専門課程（旧

DfS コーディネータ課程）を受講し、審査

に合格、もしくは同等の資格を取得してい

ること．また、上記資格の候補者は次のい

ずれかをも充たしていなければならない

とされています． 

c)登録専門技術者（PE）もしくは資格認定証

を持つ建築士であること． 

d)構造物の建設の設計（設計業務への従事、

図面作成を含め設計における 小限 5 年

の経験）および監督において 10 年以上の

相応の経験を有していること． 

e) 専 門 技 術 者 委 員 会 （ Professional 

Engineers Board（PEB））もしくは建築士

委員会（Board of Architects（BOA））に

資格登録されており、シンガポール測量士

および鑑定士協会（Singapore Institute 

of Surveyors and Valuers（SISV））なら

びシンガポール・プロジェクトマネジャー

協会（SPM）の建設関連の資格登録がある

こと． 

 

C-3-4. 独国の建設業におけるリスクアセ

スメントの実態 

独国連邦運輸デジタルインフラ省（BMVI；

Bundesministerium für Verkehr und 

digitale Infrastruktur）が 2015 年に発表

したステップバイステップ計画「デジタル

計画と建設」では、2020 年までに計画され

るすべての新しいプロジェクトに BIM レベ

ル I を適用することを目的として、独国連

邦運輸デジタルインフラ省（BMVI）の受入れ
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内で BIM を段階的に導入するための道筋を

示している。 

「デジタル計画と建設」において、2020 年

までに連邦政府のインフラプロジェクトの

標準として、デジタルプランニングとデジ

タルコンストラクションが採用される予定

とのことである。ここでの中心的な要素は、

BIM の使用である。デジタル構造物モデルに

基づいて、構造物のライフサイクルに必要

な全てのデータ(企画、設計、施工から運用

まで)を収集して交換し、参加者間でさらに

処理することとある。 

このような動きの中、2016 年 10 月、独国

連邦運輸デジタルインフラ庁（BMVI）は

BIM4INFRA2020 ワーキンググループに 2 年

間の BIM ステップ計画の実施に関する重要

な条件を作成するよう依頼した。以下のよ

うな内容である。 

・BIM 導入のための達成可能なレベルのパ

フォーマンスの開発 

・パイロットプロジェクトに伴い、パイロ

ットフェーズを拡張する 

・法的問題の調査と将来の契約設計のため

の提言の準備 

・BIM のユースケースに関する適切なガイ

ダンスとサンプルの提供 

・インフラストラクチャ領域の統一データ

構造の要件の特定、統一されたデータベー

ス概念の開発、BIM ライブラリ 

・情報・広報 

 このうち、BIM のユースケースに関する適

切なガイダンスとサンプルの提供では、企

画から設計、施工、運用までの段階を通じて、

BIM の使用に対する具体的なアプローチを

BIM4INFRA2020 ハンドブックとして公表し

ている。このハンドブックは、様々な BIM

ユースケースを説明しており、実際の建設

プロジェクトでの使用を想定したものであ

る。以下の BIM4INFRA2020 ハンドブックが

Part1～10 まで用意されている。 

・Part1:基本と BIM の完全なプロセス 

・Part2:クライアント情報要件 (AIA) の

ガイドとサンプル 

・Part3：BIM 解決計画(BAP)のガイドとサン

プル 

・Part4:サービス記述のガイド 

・Part5:モデル特別契約条件 BIM(BIM-BVB) 

・Part6: も重要な BIM ユースケースの標

準仕様 

・Part7:マニュアル BIM スペシャリストモ

デルと精緻化度 

・Part8: ニュートラルデータ交換一覧 

・Part9:業界基盤クラス(IFC)とのデータ

交換 

・Part10: BIM 環境におけるテクノロジー 

・用語集 

 このうち、「Part6: も重要な BIM ユー

スケースの標準仕様」34)について内容を概

観する。 

 同標準仕様では、表-3.6 に示すように、

建設プロジェクトの流れと BIM のユースケ

ース（AWF1～20）の関係を示している。 
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表-3.6 建設プロジェクトの流れと BIM の

ユースケース（AWF1～20）の関係 34) 

 

 

既存状態の確認（建設予定地の地形、地質

の確認等）、設計、承認、（施工の）発注、

施工計画と施工、供用という流れであり、各

段階においてそれぞれ細分化された項目毎

に BIM の適用例を示している。ここで、労

働安全衛生は、表-3.6 の「設計」段階のう

ち、「AWF8 労働安全衛生：設計とテスト」

の箇所に位置付けられていることがわかる。

つまり、労働安全衛生への配慮は、設計段階

にても検討することとなっている。 

次に、前述した「Part6: も重要な BIM ユ

ースケースの標準仕様」に話を戻すと、設計

段階における労働安全衛生についての BIM

の使用例を同標準仕様の中で AWF8 として

示しており、その定義は、安全衛生に関連す

る側面（安全装置、制限区域、避難経路、操

作手順等）を BIM モデルで表現し、必要に

応じて一時的な施工条件や施設の一時的な

影響を 4D モデルとして表現するとある。ま

た、施工中に必要な措置の監視と管理、モデ

ルを使った必要な修正の記録とある。利点

としては、安全衛生に関連する側面のコミ

ュニケーションの向上、視覚的にサポート

されたモデルから安全衛生対策のための要

件を導き出すことによる品質向上、施工中

のプロセス及び健康に係るリスクの低減、

モバイル技術を用いて竣工検査等を構造化

して記録し文書化の向上と情報共有の促進、

等々を挙げている。 

ユースケースとしては、制限区域、手すり、

避難経路等を4DのBIMモデルに追加するこ

と、安全衛生コーディネーターの検査への

利用等を挙げている。実践例として、図-3.9

に示すように、施工現場の手すりの設置等

の安全に関連する側面を BIM モデルにより

表現している例が挙げられている。 

 

 

図-3.9 施工現場の手摺の設置等の安全に

関連する側面を BIM モデルにより

表現している例 34) 

 

以上、整理すると、独国では、労働安全衛

生について、設計段階にて検討することと

なっており、BIM4INFRA2020 ハンドブックの

中で、BIM の使用例を設計段階における「労

働安全衛生：設計とテスト（AWF8）」として
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示している。また、従来からの規制による

HOAI と建設プロジェクトの各段階における

BIM 利用との関係から、労働安全衛生は設計

段階のうち、コスト計算を含むデザインプ

ランニングや実装計画に検討する事項であ

ることがわかった。 

 

C-3-5. 米国の建設業における Prevetion 

through Design （PtD）の考え方 

フロントローディング（front-loading）

という言葉が建設業界に登場したのは、２

０００年代（２０００～２０１０年）の半ば

頃からとのことである 35)。フロントローデ

ィングとは、一般的には「設計初期の段階に

負荷（ローディング）をかけることで、後々

の負担を軽減すること」を言う。計画、設計

の段階で、施工の安全性や供用時の利便性・

安全性などをしっかりと検討し対応するこ

とによって、施工者やメンテナンス業者に

とっても安全性の向上し、オーナーである

施主にとっても資産価値が向上するなど多

くのメリットがあるのがフロントローディ

ングである。 

 世界的にみると、前述したように、ヨーロ

ッパでは安全衛生に関してもフロントロー

ディングが進められているが、米国ではほ

ぼ同じ概念で、「Prevention through 

Design（PtD）」（設計段階における安全対

策）という考え方を普及させようとしてい

る。設計段階において、施設設備の建設、製

造、使用、保守、廃棄に関連した危険とリス

クを 小限にすることが目的である。その

ために、設計段階から適切にリスクを除去

又は低減を考えるということである。米国

における安全に及ぼす影響とコスト等の関

係を図-3.10 に概念図として示す。 

 

 

図 -3.10  米 国 に お け る Prevention 

through Design（PtD）の考え方 36), 

37), 4) 

 

同図は、オレゴン州立大学の Gambatese

教授が示したもので、同図の横軸は、建設プ

ロジェクトの進行を示している。図の縦軸

はそれぞれの曲線の高低を示している。ま

ず、同図中の「安全に及ぼす影響」を見ると、

「概要・基本設計」の段階において も大き

いことを示している。一方、「コスト」を見

ると、「機材・物資の調達」から上昇し始め、

「施工」で急激に増加する。また、「施工」

の段階に入ると、施工の安全衛生対策のた

めの「資金に対する不満・不備」が増大する

ことがわかる。PtD では、「安全に及ぼす影

響」の大きい計画・設計の段階から、できう

る限りのリスクを排除し、また施工の効率

化等も設計から考慮することによって、結

果的にはトータルコストを今までよりも低

く抑えようという考え方である。 

PtD は全く新しい概念ではなく、従来から

考慮されてきた場合もある。例えば、建物に

予めフルハーネスのフックをかける冶具や

手摺りを設けておくことも一つの PtD であ

る。その他、足場設置のための壁つなぎ用の

穴を外壁に予め設置しておくこと、作業を



分担研究報告書（吉川直孝、平岡伸隆、大幢勝利、伊藤和也、豊澤康男） 

31 

 

ユニット化することにより、単一作業は同

じ安全衛生対策を繰り返せば対応できると

いったような方法も PtD である。すなわち、

PtD とは、施工時の安全衛生レベルを向上さ

せるために、設計段階から考えようという

コンセプトである。 

 

Ｄ．考察 

 本節では、建設業の理想的なリスクアセ

スメントについて考察する。これまで、リス

ク低減措置の優先順位から「①設計や計画

の段階における措置」、機械安全分野におけ

るリスク低減措置である「スリーステップ

メソッド（本質的安全設計、安全防護、使用

上の情報の提供）」、海外のリスクアセスメ

ントの実態等を記述してきた。その中で、建

設工事における安全衛生の確保のための設

計段階の措置の確立に向けては、「FL（フロ

ントローディング）会議」、「DR（デザイン

レビュー）」、「設計段階から施工者が関与

する方式（ECI 方式）」及び「BIM/CIM」が

キーワードとして挙げられると考えている。

以下、それらについて順に記載する。 

日本では、フロントローディングについ

て、（一社）日本建設業連合会の「フロント

ローディングの手引き 2019」38)という資料

にわかりやすくまとめられており参考にな

る。同資料によると、文献調査や有識者への

ヒアリングを通じて、以下のような新たな

定義付けをしている。つまり、「プロジェク

トの早い段階で建築主のニーズをとりこみ、

設計段階から建築主・設計者・施工者が三位

一体でモノ決め（合意形成）を進め、後工程

の手持ち・手戻りや手直しを減らすことに

より、全体の業務量を削減し、適正な品質・

コスト・工期をつくり込むこと」としている。 

また、同資料では、フロントローディング

の先進事例をフロー図として図-4.1 のよう

に示している。 

 

 

図-4.1 フロントローディングの流れ（概

略フロー図）38) 

 

同図の横軸に企画、基本計画、基本設計、

実施設計、請負契約、施工という建設プロジ

ェクトの流れを示し、従来は主に実施設計

後半から始まっていた生産活動を、より上

流（front）の企画・設計段階につくり込み

（loading）をしようという流れがよくわか

る。また、DR（デザインレビュー）、FL（フ

ロントローディング）会議を通じて、設計段

階から施工者が関与することもわかる。さ

らに、BIM/CIM というツールを合わせて活用

する場合もあることがわかる。これはあく

まで一つの事例であり、全てがこの通りで

ある必要はなく、プロジェクトの特性に応

じてフレキシブルな運用を図れば良いとも

記述されている。 

このような資料が発行された経緯には、

国が設置した「建設業の働き方改革に関す
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る協議会」の関係省庁連絡会議が「建設工事

における適正な工期設定等のためのガイド

ライン」39)を策定し、その中で、生産性向上

の具体的施策の１つとして、「設計等プロジ

ェクトの初期段階において、受発注者間で

施工等に関する検討を集中的に行い、生産

性向上の取組を強化することができるよう、

フロントローディング（ECI 方式の活用等）

の積極的な活用」と明記したこともあるよ

うである。 

そこで、フロントローディングに労働安

全衛生も適切に取り込むことを考える。前

述したように、フロントローディングの後

半部分に、「・・・後工程の手持ち・手戻り

や手直しを減らすことにより、全体の業務

量を削減し、適正な品質・コスト・工期をつ

くり込むこと」とあるため、もし仮に、施工

中に作業員が健康を害す、ケガをする、又は、

亡くなった場合、生産性を担う作業員が一

時に、場合によっては永久的に欠けるため、

生産性や工期に影響してくる。また、事故や

災害の影響で、工程の手戻り、手直し、事故

処理の対応で全体の業務量を増加させてし

まい、結局のところ、コスト・工期を増大・

延長させてしまうことになる。これは建築

主としてもデメリットとなるため、施工中

の労働安全衛生も建築主のニーズのうちの

一つであるとも言える。 

つまり、フロントローディングの定義に

よると、前半部分の「プロジェクトの早い段

階で建築主のニーズをとりこみ、設計段階

から建築主・設計者・施工者が三位一体でモ

ノ決め（合意形成）を進め、・・・」という

箇所で、設計段階から建築主・設計者・施工

者が三位一体で労働安全衛生を考えること

も理に適っているということもできる。 

ここで、労働安全衛生におけるリスク低

減措置の例を挙げる。前年度の本研究課題

において「危険源から危害に至るプロセス」

図を用いた災害分析により明らかになった

リスク低減措置の優先順位をまとめたもの

である。 

 

図-4.2 墜落・転落災害防止対策のリスク

低減措置の優先順位の例 

 

墜落・転落災害防止対策に係るリスク低

減措置の一例を図-4.2 のように考えると、

「①設計や計画の段階における措置」（「ハ

ザードの除去」及び「ハザードの変更」）に

おいては、「高所作業の排除」、「プレハブ

工法への変更」、「高所作業を地上作業に変

更」等、こちらも同様に、企画・設計段階で

議論しなければ決められない事項が多く見

受けられる。 

 

 

図-4.3 型枠支保工の倒壊災害の同種災害

Elimination
(Physically remove the hazard/risk)

ハザード/リスクの除去

Substitution
(Replace the hazard/risk)

ハザード/リスクの変更等

Engineering Controls
(Protect people 

from the hazard)

工学的対策

Administrative 
Controls

(Change the way 
people work)

管理的対策

PPE

(Personal 
Protective 

Equipment)

個人用保護具

• 高所作業の排除

• 防護柵

• 開口部周辺に注意喚起のための掲示
• 高所作業における安全教育等

• 適切な墜落制止器具とその適切な使用

• プレハブ工法への変更
• 高所作業を地上作業に変更

Most effective 最も効果的

Least effective 少なくとも効果はある
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におけるリスク低減措置の優先順

位 

 

また、実際に発生した型枠支保工の倒壊

災害の同種災害におけるリスク低減措置の

優先順位を図-4.3 にまとめた。「高所作業

をしない」、「床スラブ上で作業を行わな

い」、「施工のシステム化・プレハブ化」等、

こちらも同様に、企画・設計段階で議論しな

ければ決められない事項が多く見受けられ

る。 

 

 

図-4.4 基礎工事用機械の転倒災害の同種

災害におけるリスク低減措置の優

先順位 

 

 次に、実際に発生した基礎工事用機械の

転倒災害の同種災害におけるリスク低減措

置の優先順位を図-4.4 にまとめた。「基礎

工事用機械を利用しない工法を選択」につ

いて、企画・設計段階で議論しなければ決め

られない事項である。 

 

 

図-4.5 建設地からの可燃性ガス発生によ

る爆発災害の同種災害におけるリ

スク低減措置の優先順位 

 

 さらに、建設地からの可燃性ガス発生に

よる爆発災害の同種災害におけるリスク低

減措置の優先順位を図-4.5 にまとめた。「建

物建設地の変更」、「埋立地の準好気性埋立

構造への改善」等、こちらも同様に、企画・

設計段階で議論しなければ決められない事

項が多く見受けられる。 

 

 

図-4.6 法面保護工事における土砂崩壊災

害の同種災害に係るリスク低減措

置の優先順位 

 

法面保護工事における土砂崩壊災害の同

種災害に係るリスク低減措置の優先順位を

図-4.6 に示す。同災害を例にとると、「①
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設計や計画の段階における措置」（「ハザー

ドの除去」及び「ハザードの変更」）の具体

においては、「洞門等の別の対策」、「ルー

ト変更」等であり、企画・設計段階で議論し

なければ決められない事項がある。 

 

 

図-4.7 肌落ち災害防止対策のリスク低減

措置の優先順位 6)に加筆 

 

後に、トンネル建設工事における肌落

ち災害防止対策に係るリスク低減措置の一

例を図-4.7 に示す。肌落ち災害とは、トン

ネルの掘削の 先端である切羽において、

掘削面から岩石が落下し、作業員に当たっ

て重傷を負ってしまうことである。場合に

よっては死に至ることもある。同災害を例

にとると、「①設計や計画の段階における措

置」（「ハザードの除去」及び「ハザードの

変更」）の具体においては、「路線計画」、

「機械化の推進」、「掘削方式」、「補助工

法」等であり、企画・設計段階で議論しなけ

れば決められない事項が多く見受けられる。 

このように、厚生労働省が当初から掲げ

ていたリスクアセスメントにおけるリスク

低減措置によると、「①設計や計画の段階に

おける措置」（「ハザードの除去」及び「ハ

ザードの変更」）を優先的に考えるべきであ

り、これらは企画・設計段階で議論しなけれ

ば決められない事項が多くあることがわか

る。つまり、リスク低減措置、言い換えると、

大きな枠組みでは労働安全衛生は、フロン

トローディングととても相性が良いことが

わかる。 

 次に、具体的にフロントローディングに

労働安全衛生を組み込むには、図-4.1 に示

すように、「DR（デザインレビュー）」、「FL

（フロントローディング）会議」又は

「BIM/CIM」の中で、「適正な品質・コスト・

工期」に加えて、「安全衛生」もつくり込む

ことを検討することが望ましい。（一社）日

本建設業連合会のフロントローディングの

定義 35)に加筆すると、「プロジェクトの早

い段階で建築主のニーズをとりこみ、設計

段階から建築主・設計者・施工者が三位一体

でモノ決め（合意形成）を進め、後工程の手

持ち・手戻りや手直しを減らすことにより、

全体の業務量を削減し、適正な品質・コス

ト・工期・安全衛生をつくり込むこと」とな

る。 

「適正な品質・コスト・工期」だけでなく、

「安全衛生」についても、プロジェクトの特

性に応じて、「DR（デザインレビュー）」、

「FL（フロントローディング）会議」、

「BIM/CIM」のうち、 適な方法を選択し、

フレキシブルな運用を図れば良いと考える。 

これらの方法を用いた労働安全衛生の取

組について以下に示す。前述したように、シ

ンガポールでは、「Workplace Safety and 

Health Guidelines Design for Safety」33)

を発出し、同ガイドラインの中で、基本設計、

実施設計、施工前と各段階においてデザイ

ンレビューを実施し、発注者と設計者がリ

スク登録表に全ての想定されたリスクを列

挙することを求めている。例えば、基本設計

が終了した段階で、発注者と設計者がデザ

インレビューのためのミーティングを開催

Elimination

(Physically remove the 
hazard/risk)

ハザード/リスクの除去

Substitution
(Replace the hazard/risk)

ハザード/リスクの変更等

Engineering Controls
(Protect people 

from the hazard)

工学的対策

Administrative 
Controls

(Change the way 
people work)

管理的対策

PPE

(Personal 
Protective 

Equipment)

個人用保護具

• 帯水砂層，断層破砕帯等を避けた路線計画
• 機械化の推進（TBM, SENS, シールドマシン等の採用）
• 切羽への立入禁止

• 鏡吹付け
• 鏡ボルト
• 浮石落し
• 水抜き，さぐり削孔等

• 切羽監視責任者の配置
• 切羽変状計測等

• 設備的防護対策（バルーン，マット，ネット等）
• 個人用保護具等

• 適切な掘削方式（機械掘削等）
• 掘削断面積の縮小（ベンチの設置）
• 補助工法等

Most effective 最も効果的

Least effective 少なくとも効果はある
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し、同ミーティングの中で、基本設計におい

て想定されるリスクを列挙し、リスク登録

表に全てのリスクを記載する。これを図-

4.1 に当てはめて考えると、「DR0」・「DR1」・

「DR2」・「DR3」・「DR4」及びそれに関連

した「FL 会議 0」・「FL 会議 1」・「FL 会

議 2」・「FL 会議 3」を通して、建築主（発

注者）・設計者・施工者が三位一体で、想定

されるリスクを列挙し、設計段階で除去・低

減できるリスクについては除去・低減し、残

留リスクについては次の段階にリスク情報

を共有（合意形成）して進めれば良いと考え

られる。 

このとき、施工者が設計段階に関与でき

ない設計・施工分離発注方式では、発注者と

設計者が建設業の労働安全衛生に精通して

いない場合もあるため、シンガポールでは、

安全設計専門家という資格を設け、同専門

家が DR（デザインレビュー）会議の調整、

発注者と設計者がリスク登録表を作成する

支援等を行っている。また、前述したように、

シンガポールのガイドラインでは、チェッ

クリストも用意されており、 低限どうい

った事項をリスクとして登録すべきか示さ

れている。プロジェクトの特性に応じてフ

レキシブルにチェックリストを作成しても

良いと考える。 

本研究においても工種ごと又は災害防止

対策ごとにチェックリストの作成を試みた。

チェックリストの例を表-4.1～表-4.6 に示

す。これらのチェックリストは、図-4.2～図

-4.7 のリスク低減措置の優先順位の図から、

本質的安全設計に該当する「ハザードの除

去」及び「ハザードの変更」に係る対策を設

計段階において考慮することが望ましい対

策、それ以外を施工段階において考慮する

ことが望ましい対策としてまとめたもので

ある。 

 

表-4.1 墜落・転落災害防止対策に係るチ

ェックリスト 

分

類 

検討事項 

設

計

段

階 

・ ⾼所作業の排除 

・ プレハブ⼯法への変更 

・ ⾼所作業を地上作業に変更 

施

⼯

段

階 

・ 防護柵 

・ 開⼝部周辺に注意喚起のための掲⽰ 

・ ⾼所作業における安全教育等 

・ 適切な墜落制⽌器具とその適切な使⽤ 

 

表-4.2 型枠支保工の倒壊災害の同種災害

防止に係るチェックリスト 

分

類 

検討事項 

設

計

段

階 

・ ⾼所作業の排除 

・ 床スラブ上で作業を⾏わない 

・ 床スラブの打設を地⾯で実施 

・ プレキャスト部材の使⽤ 

・ 施⼯のシステム化・プレハブ化 

施

⼯

段

階 

・ 想定される荷重に対する型枠⽀保⼯の強度の確保（⽀柱の増

強、筋交い、控えの設置） 

・ 適切な施⼯計画書の作成と計画書に準じた作業の実施 

・ 作業主任者の配置 

・ 床スラブ落下範囲の⽴⼊禁⽌措置 

・ 適切な墜落制⽌器具とその適切な使⽤ 

 

表-4.3 基礎工事用機械の転倒災害の同種

災害防止に係るチェックリスト 

分

類 

検討事項 
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設

計

段

階 

・ 基礎⼯事⽤機械を使⽤しない⼯法の選択 

・ リーダー⻑の短い（安定性の⾼い）機種を選定（危険エリア

の限定） 

施

⼯

段

階 

・ 地盤調査を⾏い、地盤の地耐⼒を把握 

・ セメント安定処理や砕⽯の敷設、敷鉄板の敷設等、地盤を養

⽣する 

・ 適切な施⼯計画の作成とそれに準じた作業の実施 

・ 転倒危険エリアへの⽴⼊禁⽌措置 

 

表-4.4 建設地からの可燃性ガス発生によ

る爆発災害の同種災害防止に係る

チェックリスト 

分

類 

検討事項 

設

計

段

階 

・ 建物建設地の変更 

・ 埋⽴地の準好気性埋⽴構造への改善 

施

⼯

段

階 

・ 可燃性ガス引抜管の設置 

・ 強制換気設備の設置 

・ ガス抜き孔・通気⼝の設置 

・ ガス検知器・警報装置の設置 

・ 防爆構造の電気機器の使⽤ 

・ ⽕気使⽤の厳密な管理等の着⽕源発現防⽌対策 

・ 責任者の設置及びガス測定結果に基づく作業開始・中⽌ 

・ ⼯事関係者への教育周知 

・ 現場内作業者の詳細把握 

・ 緊急時体制の作成 

 

表-4.5 法面保護工事における土砂崩壊災

害の同種災害防止に係るチェック

リスト 

分

類 

検討事項 

設 ・ ルート変更 

計

段

階 

・ 洞⾨等の別の対策 

・ ⾵化度合の確認調査（地盤調査・サーモグラフィー等） 

施

⼯

段

階 

・ ⼟砂化した岩盤の処理、固結化（セメント改良・薬液注⼊等） 

・ ⼩割しないで実施できる対策の検討（法枠⼯、グランドアン

カー⼯等） 

・ 作業⼿順・施⼯計画の作成・周知 

・ モニタリングによる前兆把握・緊急連絡体制 

・ 適切な墜落制⽌器具とその適切な使⽤ 

 

表-4.6 トンネル建設工事の肌落ち災害の

同種災害防止に係るチェックリス

ト 

分

類 

検討事項 

設

計

段

階 

・ 帯⽔層、断層破砕帯等を避けた路線計画 

・ 機械化の推進（TBM,SENS,シールド⼯法等の採⽤） 

・ 適切な掘削⽅式（機械掘削等） 

・ 掘削断⾯積の縮⼩（ベンチの設置） 

・ 補助⼯法 

施

⼯

段

階 

・ 浮⽯落し 

・ 鏡吹付け 

・ 鏡ボルト 

・ ⽔抜きボーリング 

・ さぐり削孔 

・ 切⽻への⽴⼊禁⽌措置 

・ 切⽻監視責任者の配置 

・ 切⽻変状計測 

・ 設備的防護対策（バルーン、マット、ネット等） 

・ 適切な保護具とその適切な使⽤ 

 

 このように、各災害について「危険限から

危害に至るプロセス」図を用いて分析し、本

質的安全設計、安全防護、使用上の情報の提

供と、機械安全分野のスリーステップメソ

ッドに基づいた再発防止対策を立案してい
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くことで、自ずと今後の同種災害防止に係

るチャックリストを作成することができる。 

 このような設計段階からのリスク登録に

係る行政施策は、シンガポールを発端とし

ているわけではなく、英国の CDM、ヨーロッ

パ連合（European Union）の「Council 

Directive 92/57/EEC of 24 June 1992 on 

the implementation of minimum safety 

and health requirements at temporary or 

mobile construction sites」40)に端を発し

ている。 

次に、「設計段階から施工者が関与する方

式（ECI 方式）」と労働安全衛生の関係につ

いて考察する。国土交通省では、平成２６年

６月４日に公布され、即日施行された「公共

工事の品質確保の促進に関する法律の一部

を改正する法律」（平成 26 年法律第 56 号）

第 14 条の基本理念の実現に資するため、発

注者による適切な入札契約方式の選択が可

能となるよう、多様な入札契約方式を体系

的に整理し、その導入・活用を図ることを目

的として、「公共工事の入札契約方式の適用

に関するガイドライン」28)を作成した。同ガ

イドラインにおいて、「設計段階から施工者

が関与する方式（ECI 方式）」は、「設計段

階の技術協力実施期間中に施工の数量・仕

様を確定した上で工事契約する方式である。

（施工者は発注者が別途契約する設計業務

への技術協力を実施）」としている。ECI は

「Early Contractor Involvement」の略で

ある。つまり、「設計段階から施工者が関与

する方式（ECI 方式）」とは、図-4.8 に示す

ように、予備設計又は詳細設計、場合によっ

ては概略設計と早期に施工予定者がプロジ

ェクトに関与し、施工上の課題を設計にフ

ィードバックし、施工段階における設計変

更をなるべく軽減させることを意図してい

る。 

 

 

 

図-4.8 設計段階から施工者が関与する方

式（ECI 方式）（イメージ）28) 

 

近年、日本においても ECI 方式を採用す

るプロジェクトが広がりを見せているが、

現段階では、設計変更に伴う工事費増加リ

スクの低減、工期の短縮が主目的である。今

後は労働安全衛生についても同様に考慮す

ることで日本の建設プロジェクトの安全性

も向上するものと考えている。 

同図を見ると、予備設計等の段階から施

工者が「施工性を考慮した工法提案等の技

術協力を実施」とあり、表-3.3～表-3.5 の

デザインレビュー時のチェックリストとも

関連するが、建築主（発注者）・設計者・施

工者が三位一体で、リスクの大小に応じて

適切な施工方法の在り方を議論し、合意形

成してプロジェクトを進めることができる。 

また、設計・施工分離発注方式においては、

施工者が設計段階に関与できないため、設

計段階のデザインレビュー時にリスクを想

定することが難しいことが想像される。一



分担研究報告書（吉川直孝、平岡伸隆、大幢勝利、伊藤和也、豊澤康男） 

38 

 

方、「設計段階から施工者が関与する方式

（ECI 方式）」では、図-4.1 のとおり、施工

者が「DR（デザインレビュー）」及び「FL（フ

ロントローディング）会議」に参画できるた

め、施工者の視点からリスクを想定するこ

とが可能となる。施工者が労働安全衛生に

係るリスクを早期に除去・低減するため、施

工段階における設計変更が減り、手戻りが

なくなり、建築主（発注者）と設計者として

もメリットがあると推察される。 

 後に、BIM/CIM が挙げられる。BIM とは

Building Information Modelling の略であ

る 。 ま た 、 CIM と は Construction 

Information Modelling の略である。BIM と

CIM は建築と土木の違いだけであり、国際的

にはどちらも BIM として区別していない。

現 在 の 設 計 は  CAD （ Computer-Aided 

Design；コンピュータの製図ソフトによる

設計）を用いて行われることが多く、一般的

には、2 次元の正面図、立面図等から設計す

ることが多い。一方、BIM/CIM は、3D（三次

元）CAD を用いて、三次元の立体的なモデ

ルのまま設計を行う。つまり、3 次元のモデ

ルをそのまま 3 次元の仮想空間で構築する

よう設計を行う。その立体モデルから、2 次

元の平面図、立面図、透視図等を出力できる。

したがって、立体モデルで、窓を変更すれば、

平面図も立面図も連動して自動的に変更さ

れる。また、立体モデルからは、面積、躯体

量、部品数、部品長さ等の属性情報も出力で

きる。 

近では、3次元の BIM/CIM に時間情報

を加えて、4D（4 次元）化することで、施工

や竣工後の維持管理にも4DのBIM/CIMが活

用されている事例もある。また、BIM/CIM に

よる立体モデルや透視図は、建築主（発注

者）、設計者、施工者等の間でコミュニケー

ション手段としても有効である。 

BIM/CIM を利用すれば、立体モデルに直接

リスクとその発生箇所を図示できるだけで

なく、3 次元又は 4 次元でのリスク情報の

見える化が可能と考えられる。生産性向上

や品質向上を意図した情報だけでなく、リ

スク情報も BIM/CIM の共通データ環境に明

示し、発注者、設計者、施工者等の関係者間

でリスク情報を共有していくことが重要と

考えている。このため、BIM/CIM ソフトウェ

ア（Autodesk Revit）上に、ファミリ（部

品）として様々な建設プロジェクトにも共

有可能なリスクポイントを図-4.9(a)のよ

うに作成した 1),41)。 

 

(a)リスクポイント 

 

(b)属性情報 

図-4.9 Autodesk Revitにおいて作成し

たリスクポイントとその属性情報

1),41) 
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同リスクポイントはファミリファイルと

して作成されており、任意のプロジェクト

ファイルにロード可能である。また、図-

4.9(b)のように、リスクの種類、リスクの大

きさ、リスク低減措置等を入力できるよう

になっており、リスクポイントの大きさ、カ

ラーも変更できる。 

 

(a) 橋梁の建設プロジェクトファイルにリ

スクポイントをロード 42)に加筆 

 

(b) 全リスクポイントの属性情報の一括表

示 

図-4.10 Autodesk Revitにおいて橋梁の

基礎の地盤に設置したリスクポイ

ントとリスクの一覧表 42)に加筆, 1) 

 

ここでは、リスクポイントの適用事例と

して、リスクポイントのファミリファイル

を Autodesk Revitが提供しているトレー

ニング教材である橋梁の建設プロジェクト

ファイルにロードした。リスクポイントは

図-4.10 (a)のとおり、合計 6 つ配置した。

リスクポイントのリスクの種類は、地質・地

盤リスクであり、リスクの大きさ、対策も属

性情報に入力した。その後、集計表を作成す

ると、図-4.10 (b)のとおりである。配置し

た全てのリスクポイントの属性情報は、集

計表として直ちに出力できる。 

 さらに、トンネル建設プロジェクト及び

住宅建築プロジェクトにリスクポイントを

設置した事例を図-4.11 及び図-4.12 に示

す。 

 トンネル建設プロジェクトの事例では、

肌落ち、粉塵暴露、重機との接触、地質・地

盤に係るリスクを挙げた。また、住宅建築プ

ロジェクトの事例では、墜落・転落リスクを

挙げた。 

 

 

 

図-4.11 トンネル建設プロジェクトにお

けるリスクポイントとリスクの

一覧表 1) 
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図-4.12 建築プロジェクトにおけるリス

クポイントとリスクの一覧表 44)に

加筆 

 

このように、設計段階において想定され

る全てのハザード/リスクをプロジェクト

ファイルに配置することで、設計から施工、

施工から維持管理へとリスク情報が一貫し

て活用される仕組みを構築できたと考えて

いる。また、基本設計、実施設計等の各段階

で想定されるハザード又はリスクが新たに

出現した場合には、その都度、新たなリスク

ポイントを配置できる。一方、許容可能なリ

スクレベルまで低減又は除去できたリスク

については、その旨、属性情報に記載し、カ

ラーを黄色から緑色等に変更すれば良い。

さらに、BIM/CIM のプロジェクトファイルに

配置した全てのリスクポイントのリスク情

報は図-4.10 (b)、図-4.11、図-4.12 に示す

ように、いつ、どの段階においても直ちに一

覧表として出力することができる。これは、

シンガポールのガイドライン 33)に謳われて

いるリスク登録表に位置付けることが可能

と考えている。 

このように、設計段階からの安全配慮と

して、想定されるハザード又はリスクを抽

出し、建設プロジェクトに係る全ての関係

者が共通のデータ環境において、リスク情

報として共有し、より早期の段階でリスク

低減措置を施すことが重要である。ハザー

ド又はリスクは、専門知識を有した者でな

いと発見・抽出は困難である。今後もより安

全な環境のもと建設プロジェクトを推進す

るために、技術者の果たす役割は大きい。 

また、施工計画段階又は施工段階におい

ても、施工過程も再現した 4 次元の BIM/CIM

を作成すれば、完成後の設計図からは見え

なかった施工途中のリスクが浮き彫りにな

る可能性がある。 

 

(a)穿孔作業 

 

(b)装薬作業 
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(c)ずり出し作業 

 

(d)吹付け作業 

 

(e)支保工建込作業 

 

(f)ロックボルト打設作業 

図-4.13 トンネル建設工事の施工過程も

再現した 4次元の BIM/CIM の例 

 

トンネル建設工事の施工過程も再現した

4 次元の BIM/CIM の例を図-4.13 に示す。穿

孔、装薬、ずり出し、吹付け、支保工建込、

ロックボルト打設作業の施工過程の中で想

定されるハザード又はリスクをリスクポイ

ントとして BIM/CIM 図面上に記載している。 

例えば、支保工建込作業では、支保工建て

込み中の肌落ちのリスク、金網設置時の肌

落ちのリスク、補助ベンチからの墜落・転落

リスクといったリスクが想定される。この

ように施工過程も再現した 4 次元の

BIM/CIM を作成することで、施工過程のリス

クも可視化でき、作業開始前の KY 活動にも

利用できると考えられる。特に、非定常の作

業では、職長から作業員に至るまで全ての

関係者が、頭の中に同じ施工過程の映像を

思い浮かべながら施工に従事できることが

重要と考えている。KY 活動にて、予め仮想

現実の中で施工を疑似体験し、それを共有

しながら実際の施工に当たれば、各人が

各々の役割、個々の動きを把握しつつ施工

でき、より安全に作業を遂行できると推察

される。 

また、トンネル建設工事だけでなく、一般

的なビル建築工事等において、例えば、2 次

元の設計図からは見えてこなかった施工途

中の開口部の存在、プレハブ化を実施する

上で部材の寸法が安全に施工可能な範囲内

であるか否か、施工過程で設置するクレー

ン等の 3 次元的な動きの中で作業員がクレ

ーン等の可動範囲に立ち入る可能性等々、

高次元化することで、ハザードやリスクが

可視化できることが大きいと考えられる。 
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さらに、図-4.1 に示すように、「DR（デ

ザインレビュー）」及び「FL（フロントロー

ディング）会議」において、3 次元又は 4 次

元の BIM/CIM の可視化により、施工者だけ

でなく建築主（発注者）と設計者がリスクを

想定することが容易になり、それらのリス

クを直接 BIM/CIM に書き込むことで、情報

の共有も容易になる。また、その BIM/CIM デ

ータを各段階に引き継ぎ、継続的にアップ

デートしていくことで、除去したリスク、低

減したリスク、残留リスクも明確に情報共

有でき、建設プロジェクトにおいて一元管

理できると考えられる。これらの事項は図-

4.14 に示すように、すでに英国において規

格化の動きも見られる 44)。 

 

 

図-4.14 労働安全衛生情報の進行的発展

（スパイラルアップ）44) 

 

Ｅ．結論 

 このように、フロントローディングと労

働安全衛生は非常に相性が良く、海外では

すでにそれらを規則化・規格化している国

も見受けられる。日本においては、国土交通

省が中心となり、「生産性向上の取組を強化

することができるよう、フロントローディ

ング（ECI 方式の活用等）の積極的な活用」

を謳っているため、生産性向上の取組を優

先に、労働安全衛生も適切に取り入れるよ

うな行政施策が有効であると考える。 

 これらの取り組みを簡潔にまとめると、

図-5.1 のような PDCA サイクルが望ましい

と考えている。同図に示すように発注者、設

計者、施工者がそれぞれの PDCA サイクルを

回しながら、１つの建設プロジェクトにお

いては、発注者・設計者・施工者がより大き

な PDCA サイクルを回していく。そのために

は、これまで述べてきた「DR（デザインレビ

ュー）」、「FL（フロントローディング）会

議」、「設計段階から施工者が関与する方式

（ECI 方式）」及び「BIM/CIM」が有効なツ

ールになると考える。 

 

 

図-5.1 建設業における理想的なリスクア

セスメント 

 

 これらから、発注者、設計者及び施工者

が行うことが望ましい取組としては、以下

の事項が考えられる。 

 

１．発注者による取組 

・設計図書等に、施⼯性、経済性、耐久
性、維持管理、環境保全、美観等の要件を
記載することに加えて、労働安全衛⽣の
要件を追記すること。 

・「設計段階から施⼯者が関与する⽅式
（ECI ⽅式）」、「BIM/CIM」、「DR（デザイン
レビュー）」、「FL（フロントローディング）
会議」等を積極的に利⽤すること。 

・設計者、施⼯者等と協⼒し、基本設計
の段階から、実施設計、施⼯計画、施⼯、

機械分野 建設分野

経営トップ 発注者

設計者 設計者
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維持管理、補修、解体等の各段階におい
て想定されるハザード⼜はリスクを列挙
し、リスク登録表等に記載すること。 

・設計者、施⼯者等と協⼒し、設計段階
において、合理的に実施可能な範囲内で、
想定される全てのリスクを除去⼜は低減
すること。除去⼜は低減できないリスク
については、リスク登録表等を利⽤し後
⼯程に適切に伝達すること。 

・建設プロジェクト終了後、各段階にお
けるリスク登録表等を整理し、将来の建
設プロジェクトのチェックリストとする
こと。なお、建設⼯事の種類ごとに整理
すること。 

 

２．設計者による取組 

・設計業務の成果物等に、施⼯性、経済
性、耐久性、維持管理、環境保全、美観等
の要件を記載することに加えて、労働安
全衛⽣の要件を追記すること。 

・「設計段階から施⼯者が関与する⽅式
（ECI ⽅式）」、「BIM/CIM」、「DR（デザイン
レビュー）」、「FL（フロントローディング）
会議」等を積極的に利⽤すること。 

・発注者、施⼯者等と協⼒し、基本設計
の段階から、実施設計、施⼯計画、施⼯、
維持管理、補修、解体等の各段階におい
て、想定されるハザード⼜はリスクを列
挙し、リスク登録表等に記載すること。 

・発注者、施⼯者等と協⼒し、設計段階
において、合理的に実施可能な範囲内で、
想定される全てのリスクを除去⼜は低減
すること。除去⼜は低減できないリスク
については、リスク登録表等を利⽤し後
⼯程に適切に伝達すること。 

・建設プロジェクト終了後、各段階にお

けるリスク登録表等を整理し、将来の建
設プロジェクトのチェックリストとする
こと。なお、建設⼯事の種類ごとに整理
すること。 

 

３．施⼯者による取組 

・「設計段階から施⼯者が関与する⽅式
（ECI ⽅式）」、「BIM/CIM」、「DR（デザイン
レビュー）」、「FL（フロントローディング）
会議」等を積極的に利⽤すること。 

・設計段階に関与できる発注⽅式の場
合、発注者、設計者等と協⼒し、設計業務
の成果物等に、施⼯性、経済性、耐久性、
維持管理、環境保全、美観等の要件を記
載することに加えて、労働安全衛⽣の項
⽬を追記すること。 

・設計段階に関与できる発注⽅式の場
合、発注者、設計者等と協⼒し、基本設計
の段階から、実施設計、施⼯計画、施⼯、
維持管理、補修、解体等の各段階におい
て、想定されるハザード⼜はリスクを列
挙し、リスク登録表等に記載すること。 

・設計段階に関与できる発注⽅式の場
合、発注者、設計者等と協⼒し、設計段階
において、合理的に実施可能な範囲内で、
想定される全てのリスクを除去⼜は低減
すること。除去⼜は低減できないリスク
については、リスク登録表等を利⽤し後
⼯程に適切に伝達すること。 

・建設プロジェクト終了後、各段階にお
けるリスク登録表等を整理し、将来の建
設プロジェクトのチェックリストとする
こと。なお、建設⼯事の種類ごとに整理
すること。 

 

Ｆ．研究発表 
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